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平成２３年度 第５１回東北高等学校ヨット選手権大会 

第５２回全国高等学校ヨット選手権大会東北地区予選会 
 

レース公示（実施要項）  
 

主 催  東北高等学校体育連盟・秋田県・秋田県教育委員会・東北セーリング連盟 

共 催  由利本荘市・由利本荘市教育委員会 

後 援  （財）秋田県体育協会・由利本荘市体育協会 

主 管  東北高等学校体育連盟ヨット専門部・秋田県高等学校体育連盟 

     岩手県高等学校体育連盟・秋田県セーリング連盟・岩手県セーリング連盟 

 

１１１１    期期期期        日日日日    

（１）開会式 平成２３年７月１６日（土）        １０時００分～ 

（２）競 技 平成２３年７月１６日（土）～１８日（月）  ３日間 

（３）閉会式 平成２３年７月１８日（月）        １４時３０分～ 

 

２２２２    会会会会        場場場場    

   秋田県由利本荘市 本荘マリーナ 本荘マリーナ沖 

 

３３３３    競技種目競技種目競技種目競技種目    

（１）男子ＦＪ級    ア ソロ競技 

            イ デュエット競技 

（２）女子ＦＪ級    ア ソロ競技 

            イ デュエット競技 

 

４４４４    競技日程競技日程競技日程競技日程    

月 日（曜） 時 刻      内   容 
7 月 16 日（土） １０：００ 開会式 

１０：２０ 監督主将会議 

１２：５５ 男子第１レース スタート予告信号予定時刻 

１３：００ 女子第１レース スタート予告信号予定時刻 

   引き続き、男子第２レース、女子第２レースを行う。 

7 月 17 日（日） ９：５５ 男子第３レース スタート予告信号予定時刻 

１０：００  女子第３レース スタート予告信号予定時刻 

   引き続き、男子第４レース、女子第４レース、男子第 

   ５レース、女子第５レースを行う。 

7 月 18 日（月）  ９：２５ 男子第６レース スタート予告信号予定時刻 

 ９：３０ 女子第６レース スタート予告信号予定時刻 

１４：３０ 閉会式 

   （天候その他の理由により、日程及びレースエリアを変更することがある。） 

 

５５５５    競技規則競技規則競技規則競技規則    

 2009－2012 年国際セーリング規則（以下「競技規則」という）に定義された「規則」及び 2009－

2012 年セーリング装備規則を適用する。但し、いずれの規則も帆走指示書によって変更されたものは

除く。また、帆走指示書と矛盾する場合は、帆走指示書を優先させる。 

 帆走指示書の内容に関する質問は、7 月 9 日（木）までにＦＡＸで受け付ける。 

 また、その回答は、7 月 16 日（土）10：00 までに公式掲示板に掲示する。 
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６６６６    競技方法競技方法競技方法競技方法    

（1） レースは、男女別に各６レースを行う。ただし、それぞれの種目でレースが１回以上成立して

いれば、その種目は有効となる。 

（2） ソロ競技は、１艇４名以内の選手登録とし、１チームを構成する。チーム内での各レースのス

キッパー、クルーの分担は任意である。なお、選手登録の変更は、原則として認めない。 

（3） デュエット競技は、同一学校の２艇で構成し参加する。ただし、同一学校から３艇参加してい

る場合には、そのうちのソロ競技の成績が上位の２艇で構成する。また、１艇参加の場合は、

架空のもう１艇に参加艇数＋１の順位の得点を与える。 

（4） 順位は各種目別に決定する。 

（5） ソロ競技の得点は、競技規則付則Ａ４の低得点方法による。ただし、成立したレースが４回以

下の場合は、すべてのレースにおけるその艇の得点合計とする。成立したレースが５レ－ス以

上の場合は、その艇の最も悪い得点を除外したレ－スの得点の合計とする。 

（6） デュエット競技の得点は、構成する２艇のソロ競技における得点の合計とし、順位は合計得点

の少ない学校を上位とする。同点の場合は、構成する上位の１艇のソロ競技の順位を比較し、

上位の艇の学校を上位とする。 

（7） 本大会のプロテスト委員会は競技規則 91（a）による。また、本大会のプロテスト委員会の判

決は、競技規則 70.5 に基づきこれをもって最終とする。 

（8） 使用する艇は学校の所有艇あるいは各学校の責任においてチャーターした艇とし、日本ＦＪ協

会公認標準艇でなければならない。 

（9） セール番号は参加申し込み時に登録し、それ以降の変更は認めない。同一のセール番号を複数

の艇に使用することはできない。 

（10） セールには、それぞれ主管団体が割り振った登録番号（リコ－ル番号）シールを貼り付けなけ

ればならない。貼付方法については、レース委員会の指示に従うこと。 

（11） 本大会は、国際ＦＪ級クラス規則により、カテゴリーＣが適用される。ただし、全国高等学校

体育連盟「競技者及び指導者規程」に従うものとする。 

（12） 競技規則付則Ｄは適用されない。 

 

７７７７    引率・監督引率・監督引率・監督引率・監督    

（1） 引率責任者は校長の認める当該校の職員とする。 

（2） 監督は校長の認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険（スポーツ安

全保険等）に必ず加入することを条件とする。 

（3） 男女の出場校ごとに監督（当該学校教員）が付き添わなければならない。男女の監督を兼ねて

もよい。 

 

８８８８    参加資格参加資格参加資格参加資格    

（1） 選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。 

（2） 選手は、都道府県高等学校体育連盟に加盟している生徒であること。 

（3） 年齢は、平成 4 年 4 月 2 日以降に生まれた者とする。ただし、出場は同一競技３回までとし、

同一学年での出場は１回限りとする。 

（4） 平成 23 年度日本セーリング連盟メンバ－登録を終えたもの。 

（5） チームの編成において、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。 

（6） 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 

（7） 転校後６ヶ月未満のものは参加を認めない。（外国人留学生もこれに準ずる。）ただし、一家転

住等やむを得ない場合は、各都道府県高等学校体育連盟会長の許可があればこの限りではない。 

（8） 出場する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長及び所属する都道府県高等

学校体育連盟会長の承認を必要とする。 
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（9） 参加資格の特例 

(ア) 上記（1）（2）に定める生徒以外で、当該競技要項により大会参加資格を満たすと判定され、

都道府県高等学校体育連盟が推薦した生徒について、別途に定める規定に従い大会参加を認

める。 

(イ) 上記（３）アのただし書きについては、学校の区分を設けない課程に在籍する生 徒の出場は、

同一競技３回限りとする。 

【大会参加資格の別途に定める規定】 

1. 学校教育法第 72 条、115 条、124 条、134 条の学校に在籍し、都道府県高等学校体育連盟の大会

に参加を認められた生徒であること。 

2. 以下の条件を満たすこと。 

 （1）大会参加資格を認める条件 

(ア) （財）全国高等学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。 

(イ) 参加を希望する専修学校及び各種学校にあっては、学齢、修業年限ともに高等学校と一致し

ていること 

(ウ) 各学校にあっては、都道府県高等学校体育連盟の各予選から出場が認められ全国大会への出

場条件が満たされていること。  

(エ) 各学校にあっては、部活動が教育活動の一環として、日常継続的に責任ある顧問・教員の指

導のもとに適切に行われており、活動時間等が高等学校に比べて均衡を失していず、運営が

適切であること。 

 （2）大会参加に際し守るべき条件 

(ア) 全国高等学校総合体育大会開催基準要項を遵守し、競技種目別大会申し合わせ事項等に従う

とともに、大会の円滑な運営に協力すること。 

(イ) 大会参加に際しては、責任ある教員が引率するとともに、万一の事故の発生に備えて傷害保

険に加入しておくなど、万全の事故対策を講じておくこと。 

(ウ) 大会開催に要する経費については、応分の負担をすること。 

 

９９９９    参加制限参加制限参加制限参加制限    

（1） 各県からの出場艇数は次の通りである。ただし、開催県の学校は当該県高等学校体育連盟の推

薦があれば出場できるものとする。 

 

 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 計 

男 子 ９艇 １２艇 ３艇 １５艇 ９艇 ６艇 ５４艇 

女 子 ６艇 １２艇 ３艇 ９艇 ９艇 ６艇 ４５艇 

 

（2） １校当たりの出場艇数は、男女各３艇以内とする。 

（3） 艇ごとに選手登録を行い、複数の艇に同一選手の登録はできない。 

 

10101010    計計計計        測測測測    

（1） 艇及びセールの計測は原則として行わない。ただし、レース委員会が必要と認めた場合にはそ

の限りでない。 

（2） 日本ＦＪ協会公式計測員（ＪＳＡＦ公式計測員規定）による計測を受けた艇及びセールを使用

すること。 

（3） 計測証明書を持参すること。 
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13131313    表表表表        彰彰彰彰    

（1） 男女デュエット競技の各１位に優勝旗及び優勝杯、１位から６位に賞状を授与する。 

（2） 男女ソロ競技の各１位に優勝杯、１位から６位に賞状を授与する。 

（3） 第５２回全国高等学校ヨット選手権大会への出場権は、男子ソロ競技９位まで、女子ソロ競技

６位までの艇に与えられる。 

 

 

12121212    参加料参加料参加料参加料    

１艇につき 18,000 円（別に１艇につき登録番号シール代 2,000 円） 

 

14141414    宿泊宿泊宿泊宿泊    

別紙申込書のとおり 

 

11111111    参加申込参加申込参加申込参加申込    

（1） 申込方法 

参加申込書に必要事項を記入し、下記（2）へ郵送し、参加料・登録番号シール代を下記（3）

の口座に振り込むこと。 

宿泊及び大会中の弁当については別紙申込書にて名鉄観光の方へ申し込む。 

（2） 申込先 

〒015-8585 秋田県由利本荘市陳場岱 6 番地 

秋田県立本荘高等学校 

秋田県高体連ヨット専門部 江幡 隆弘 宛 

TEL 0184-22-0832 

FAX 0184-22-0833 

E-mail akira-kakizaki@air.ocn.ne.jp 

（3） 振込先 

指定銀行  岩手銀行 宮古中央支店 

口座番号   普通 １５２１９０９ 

口座名義   岩手県高体連ヨット専門部 代表  柿崎 朗 

（4） 申込期限 

平成 23 年 7 月 11 日（月）必着 

※プログラム作成の都合上、締め切り間際の場合には先に FAX またはメールで申し込み、そ

の後に郵送すること。 

 

15151515    支援艇支援艇支援艇支援艇    

（1） 支援艇とは大会運営艇以外で救助・指導などにあたるボートあるいはヨットを指す。 

（2） 支援艇を持ち込む希望の学校は、事前に 11（2）までにその旨を連絡すること。 

 

16161616    連絡事項連絡事項連絡事項連絡事項    

（1） 出場校は必ず引率責任者（当該校教員）が付き添わなければならない。引率責任者は監督を兼

ねることができ、選手の全ての行動に対して責任を負うものとする。 

（2） 同一校から２チーム以上が出場する場合、複数チームの監督を兼任することができる。 

（3） 外部指導者を監督とする場合は、傷害・賠償責任保険（スポーツ安全保険等）のコピーを参加

申込書に添付すること。 

（4） 競技中の疾病傷害等の応急処置は主催者側で行うが、その後の責任は負わない。 
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（5） 参加者は、健康保険証を持参すること。 

（6） ライフジャケットは、国際ＦＪ級規則 C.3.1(a)に記載された最低基準を満たす適性なものを

着用すること。 

（7） アンカーとアンカーロープの搭載を義務づける。 

（8） マストトップフロートは使用してもよい。 

（9） 開会式・閉会式には各校ごとに統一した服装（靴は運動靴）で参加すること。 

（10） 開会式には、校旗又は部旗、旗竿を持参すること。 

（11） 艇の搬入及び搬出は次の期間とする。 

搬入 7 月 14 日（木）    9：00 以降 

搬出 7 月 19 日（火）   12：00 まで 

（12） マイクロバス・トラック・自家用車を使用する場合には、あらかじめ宿泊申込書の欄に明記す

ること。 

（13） 7 月 16 日（土）から 18 日（月）の 3 日間は、レース以外はレース艇の出艇を禁止する。 

（14） レースより前の練習については、主催者は一切の責任を負わない。当該校の責任において、本

荘マリーナの利用規程に従って行わなければならない。 

 


